
主催 : 大阪弁護士会 遺言・相続センター
参加無料要予約

□ 京阪中之島線「なにわ橋駅」下車 出口1から徒歩約5分 
□ 地下鉄・京阪本線「淀屋橋駅」下車 1号出口から徒歩約10分 
□ 地下鉄・京阪本線「北浜駅」下車 26号階段から徒歩約7分
□ JR東西線「北新地駅」下車　徒歩約15分 

●
みずほ銀行

●堂島ビル

●交番

　  ●

東洋陶磁美術館

堂島川

土佐堀川

中央公会堂図書館大阪市役所日本銀行

老松通り

大阪高等裁判所
大阪地方裁判所
大阪簡易裁判所

●
資生堂

●大阪駅前
　第3ビル

大阪三菱ビル
●

国道1号線

堺
筋

御
堂
筋

新
御
堂
筋

←北新地駅

↑大阪・梅田

京阪中之島線

N

淀屋橋駅

大江橋駅

なにわ橋駅

26号階段1番出口
出口1

大阪弁護士会館

北浜駅

東梅田駅

TEL 06-6364-1205
（平日9：00～12：00、13:00～17:00）

「いい遺言の日」記念行事
い 　ごん

弁護士による講演会、 
遺言・相続なんでも
無料法律相談会開催

弁護士による講演会、 
遺言・相続なんでも
無料法律相談会開催

大阪弁護士会館2階ホール

お問合せ 大阪弁護士会
第一部：13：00～13：50　
■講演会「遺言相続の落とし穴 ～これだけは知っておきたい！～」
　講師：藤井 薫、城島 活、山本 美愛 他（大阪弁護士会遺言・相続センター運営委員会） 
第二部：14：00～16：00　
■「遺言・相続に関する無料法律相談会」
講演会にご参加いただいた方を対象に面談相談を実施いたします。

TEL 06-6364-1205

［対象］ 首のすわっている乳児～未就学児
［時間］ 開始の15分前から、終了の15分後まで
※一時保育の申込期限は、11月2日の午後5時まで

弁護士による無料電話相談を行っています。
遺言・相続に関する不安や悩みに『法律の
専門家』弁護士が電話でお答えします。

ふりがな

氏　　名

電話番号

大阪弁護士会 遺言・相続センター宛　FAX：06-6364-5069

参加人数

名
（　　　）　　　－

参加申込書（下記記載のうえ、FAXにてお申込みください）

一組
30分まで

〒530-0047 大阪市北区西天満1-12-5

要予約・無料一時保育サービスあります
（平日 9:00～12:00、13:00～17:00）

●ご提供いただいた個人情報は、大阪弁護士会のプライバシーポリシーに従い厳重に管理し、本イベントに関するご連絡以外には使用いたしません。

常時受付中

平成29年 11月15日(水) 13:00～16:00（正午開場）
「遺言さえあれば、将来、もめることはないだろう」
このような思い込みはないでしょうか？その思い込みのために、あなたやあなたのご家族が、
気付かぬうちに、とても危険な「落とし穴」にはまってしまうかもしれません。
第一部では、「遺言相続の落とし穴～これだけは知っておきたい！～」と題して、相続手続・相続
に関する紛争の予防・遺言書の作成という３つの場面での「落とし穴」を、弁護士が物語形式で
ご説明致します。
第二部では、弁護士による無料法律相談会を行います。「落とし穴」にはまらないように、遺言・
相続案件を多数取り扱う経験豊富な弁護士に何でもご相談下さい。
１１月１５日「いい遺言の日」に、あなたとあなたの大切なご家族の遺言・相続について考えてみ
ませんか？ご相談は無料です、お気軽にお申し込みください。
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警察署


